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はじめに 
 平成３０年に、国の機関及び地方公共団体の多くの機関において、障がい者雇用義

務制度の対象となる障がい者の範囲に誤りが見られたことから、法定雇用率を達成し

ていない状況であったことが明らかになり、公務部門における法定雇用率の達成に加

え、障がい者雇用の継続的な推進に対する重要性が高まっています。 

 こうした中、公務部門において、障がい者の活躍の場の拡大のための取組を不断に

実施する等、自立的なＰＤＣＡサイクルを確立できるよう、障害者の雇用の促進等に

関する法律（以下、「障害者雇用促進法」という。）が改正されました。この法律に

おいては、国や地方公共団体に対して、法の趣旨に即した「障害者活躍推進計画」の

策定が義務づけられました。 

 本市では、この法律の趣旨に基づき、事業主として障がいのある職員がその有する

能力を有効に発揮し、職業生活において活躍することができる環境づくりを進めてい

くことといたしました。 

このため、各任命権者の連携の元、「障がいのある職員の活躍推進プラン」を策定

いたしました。 

 障がい者の活躍は、ノーマライゼーションや、インクルージョン、ダイバーシティ

、バリアフリー、ユニバーサルデザインなどの理念の浸透につながるとともに

２０１５年に国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念にも

添うものであり、行政サービス向上の観点からも重要です。 

 本市は、障がいのある職員の職業生活が充実したものとなるよう、計画に基づく

様々な施策の実現に向けて、各任命権者が責任を持って着実に取り組んでいきます。 
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１ 計画の概要 

（１）プランの位置づけ 

    本プランは、障害者雇用促進法に基づく、「障害者活躍推進計画」として策

定するものです。 

    策定にあたっては、各任命権者は連携しながら、事業主として真に必要な取

組を立案します。 

（２）計画期間 

    本プランの計画期間は、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までとし

ます。 

 （３）推進体制 

    プランを効果的に推進するため、障害者雇用推進者を中心として、それぞれ

の職場における取組の進捗状況を把握し、職員ニーズを踏まえて、今後の支援

策の実施や取組の見直しを図っていきます。 

 （４）障がい者活躍の推進に向けた目標と進行管理 

    本プランでは、ＰＤＣＡサイクルに基づくマネジメントサイクルを基本と

し、プランの成果を客観的に図るためのアウトカム指標を設定します。 

    また、設定した目標等を基に、実施した取組等の効果を検証し、必要に応じ

てプランの改定や取組の見直しを図るという一連のプロセスを実行していきま

す。 

    さらには、目標の達成状況及び計画に掲げる取組の進捗状況等を毎年度、市

公式ホームページで公表します。 
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２ 本市における障がい者雇用に関する現状と課題 
本市ではこれまで、障害者雇用促進法を踏まえ、障がい者を対象とする採用試験等

を実施するとともに、職員からの申出に基づく合理的配慮を行うなど、法定雇用率の

達成に努めてきました。 

また、取組の推進にあたっては、関連する機関を障害者雇用促進法第４２条第１項

に基づく特例認定を取得し、各任命権者の連携を緊密にしながら一体的な人事管理の

下、障がい者の雇用に取り組んできました。 

こうした中、平成３０年度に多くの公務部門における、障害者雇用率の不適切な計

上により、社会全体の障がい者雇用に対する重要性が高まっており、本市において

も、法定雇用率の達成を目指すだけでなく、障がい者がその能力を発揮して活躍で

き、その特性や状況に応じて、長期かつ安定的に勤務できる支援体制や職場環境の整

備に積極的に取り組むことが必要です。 

また、職員の採用を行う中で、知的障がいや精神障がい、重度の身体障がいがある

方についても、その活躍の場を創出するため、積極的な採用に努めることが求められ

ます。 

さらに、障がい者の採用に当たっては、個々の障がい者の特性と働く上での希望を

十分把握し、それを踏まえて採用段階及び採用後において具体的にどのような合理的

な配慮を行うことができるかを検討することも重要です。 

加えて、採用後は、障がいの種類や程度で職場を離職することがないよう、関係機

関との協力や障害者職業生活相談員を中心とした支援チーム体制の構築など、障がい

者の職場定着を支援することも重要です。 

こうした状況を踏まえ、障がい者雇用に関する課題に適切に対応するためには、全

庁一丸となり、職員一人ひとりの障がい者雇用に対する理解の促進と快適な職場環境

づくりに努め、取組を着実に進めることが必要です。 
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３ 障がい者の活躍推進に向けた目標 
 本プランの目標は、障がい者雇用に関する課題を踏まえるとともに、障害者雇用促

進法の趣旨を勘案し、設定します。 

 なお、目標の設定に当たっては、各任命権者連携のもと目標達成に向けて取組を進

めていくことから、各任命権者に関連する統一的な目標を設定します。 

数値目標 

障害者実雇用率 

現状値（令和元年６月１日） 目標値（各年６月１日） 

２．４８％ 法定雇用率以上 

把握方法 

毎年の任免状況通報により把握します。 

※数値は伊勢原市全体（障害者雇用促進法第４２条第１項に基づく特

例認定を取得している全ての機関の合算値）の実雇用率を設定しま

す。 
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４ 障がい者の活躍推進に向けた取組 

 （１）推進体制の整備 

    ア 庁内組織の設置等 

     ○障害者雇用推進者、全任命権者の関係課長及び障がいのある職員等で構

成する「障がい者活躍推進検討会議」を設置し、各任命権者間の連携を

緊密にした中で、毎年度、取組状況を把握・検証します。 

    イ 相談体制の構築等 

     ○神奈川労働局が開催する「障害者職業生活相談員資格認定講習」へ職員

を派遣し、庁内各所に「障害者職業生活相談員」を養成し、配置しま

す。 

また、選任した障害者職業生活相談員を庁内へ広く周知し、障がいのあ

る職員が気軽に相談できる体制を整備します。 

○「職場適応援助者養成研修」や「精神・発達障害者しごとサポーター養

成講座」などへ職員を派遣し、職員の障がいに対する理解を促し、障が

いのある職員を適切に支援できる体制を整えます。 

     ○障がいのある職員本人や障がいのある職員が配属されている職場の管理

監督者等が相談できる窓口を人事主管課に設置するとともに、必要に応

じて、産業医や障害者職業生活相談員とも連携を図り、障がいのある職

員の職業と生活に関する支援を行います。 

     ○神奈川労働局が設置する職場適応支援者など、国等の機関における相談

窓口を職員へ周知し、活用を促します。 

    ウ 障がいに対する理解の促進 

     ○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の知識等を習得する研

修を継続的に実施するとともに、「精神・発達障害者しごとサポーター

養成講座（eラーニング版。厚生労働省）」を職員に周知・活用するな

ど、障がい理解の促進に向けた研修等の機会を提供します。 

     ○厚生労働省や神奈川労働局等が発行する必要な配慮等に関するパンフレ

ット等を周知し、職員の理解を深める機会を提供します。 
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 （２）業務の選定・マッチング等 

    ア 業務の見直しと再構築 

     ○各部署に対する定型業務に関するアンケート調査の実施やタスク管理シ

ートの導入など、業務の見える化を進めるとともに、業務マニュアルや

業務フローの作成など、業務の標準化により、業務全体の最適化・効率

化を図ります。 

     ○部内応援制度の活用や定例業務の集中管理など、業務の集中化による再

構築を図り、様々な障がい特性に合致した新規業務を創出します。 

    イ 本人意向等の適正な確認 

○障がいのある職員を採用する前に面談等を実施し、合理的配慮の確認を

行い、一人ひとりの障がい特性や希望等を踏まえた配慮を行います。 

○障がいのある職員が配置される所属の管理監督者と連携し、職場におい

て支障となっている事情の有無等の確認を行うなど、一人ひとりの障が

い特性や能力、希望等と業務の適切なマッチングを行い、障がいのある

職員がやりがいを持って働くことのできる環境を整えます。 

 

 （３）職場環境等の整備 

    ア 施設環境の改善 

○公共施設等総合管理計画との整合を図りながら、障がいのある職員の意

向に応じて、障がいの特性に配慮した施設・設備の整備に努めます。 

    イ 就労支援環境の整備 

○業務をサポートするソフトウェアの導入や、車いす対応の事務机などの

就労支援機器の導入、ジョブコーチの配置など、障がいの特性に配慮し

た環境の整備に努めます。 

    ウ 多様で柔軟に働くことのできる環境の整備 

○フレックス制やテレワークなどの弾力的な勤務を行える制度や、短時間

勤務など、障がいの程度や体調等に配慮した勤務形態を検討し、多様で

柔軟な働き方を実現できる環境を整えます。 

○年次休暇等の取得を促進するとともに、通院や体調不良を起因とする休

暇が取得できるよう、労務の適切な管理を行います。 
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 （４）職員の採用・育成等 

    ア 障がい者採用の取組 

○職員採用の募集にあたり、ウェブアクセシビリティを確保するととも

に、ハローワークや障がい者就業・生活センター、特別支援学校等の関

係機関と連携し、広く情報が取得できるように努めます。 

○採用試験応募者の障がいの特性に応じて、試験会場の変更や点字試験問

題の用意、就労支援機関の職員等の同席など、受験する上で必要な配慮

を行います。 

    イ キャリア形成に向けた取組 

○集合研修の実施や OJT、e ラーニング等を通じて、職員の実務能力や専

門性を向上させることで、職務に対する期待と障がいのある職員本人の

能力やスキルとのギャップの解消を図ります。 

 

 （５）優先調達等 

    ア 障害者就労施設等での優先調達 

○国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律

に基づく障害者就労施設等への発注を通じて、障がい者の活躍の場の拡

大を促進します。 
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５ 用語解説 
○インクルージョン 

障がいがあっても地域で地域の資源を利用し，市民が包み込んだ共生社会を目指す

という考え方。 

○ウェブアクセシビリティ 
高齢者や障がい者など心身の機能に制約のある人でも、年齢的・身体的条件に関わ

らず、ウェブで提供されている情報にアクセスし利用できることを意味する言葉。 

○障害者雇用推進者 
障害者雇用促進法に基づき、障がい者の雇用の促進や雇用の継続を図るために必要

な業務を担当する者。 

○障害者職業生活相談員 

 障がい者の職業生活に関する相談及び指導を行う者。 

○ダイバーシティ 
性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる社会の

こと。 

○ノーマライゼーション 
障がい者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件

を整えるべきであり、ともに生きる社会こそノーマルな社会であるという考え方。 

○バリアフリー 
物理的な障壁のみならず、社会的、制度的及び心理的なすべての障壁に対処すると

いう考え方。 

○法定雇用率 
障害者雇用促進法に基づき、事業主に義務づけられている、全従業員数における障

がい者の雇用の割合。 

○ユニバーサルデザイン 
施設や製品等については新しいバリアが生じないよう誰にとっても利用しやすくデ

ザインするという考え方。 

 


